
ＮＯ．２３６     虎ノ門・麻布台地区（組合施行）

計画地

1

2

3

地区面積 構造

階数 高さ

名称 施行区域面積

名称 幅員
［］は全幅員を示す。

延長 面積

幹線街路
放射第１号線

補助線街路
第２号線

補助線街路
第４号線

地区幹線道路
１号

１２m
［１２m］

約２５０m ‐

地区幹線道路
２号

０．１～１２m
［１２m］

約５２０m ‐

区画道路１号
３．８～４m

［４m］
約４０m ‐

区画道路２号
５．８m～６m
［５．８～６m］

約３０m ‐

公
園

‐ ‐ ‐ 約７７０㎡

緑
地

‐ ‐ ‐ 約２２０㎡

小
学
校

‐ ‐ ‐ 約１７０㎡

約８．１ha

A街区：地上S造／地下SRC造
B-１街区：RC造
B-２街区：RC造
C-１街区：地上S造／地下SRC造
C-２街区：地上S造／地下SRC造
C-３街区：地上S造／地下SRC造
C-４街区：RC造

A街区：地上６４階／地下５階
B-1街区：地上６４階／地下５階
B-2街区：地上５４階／地下５階
C-1街区：地上３階／地下２階
C-2街区：地上８階／地下３階
C-3街区：地上３階／地下１階
C-4街区：地上３階／地下１階

A街区：約３２５m
B-1街区：約２６３m
B-2街区：約２３７m
C-1街区：約１６m
C-2街区：約４１m
C-3街区：約２３m
C-4街区：約１３m

２　都市計画の内容                                                    　　　　　　　 

虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業 約８．１ha

(とらのもん・あざぶだい)

１　計画の概要

東京都港区虎ノ門五丁目、麻布台一丁目及び六本木三丁目各地内

計画の概要

　市街地再開発事業による大規模土地利用転換を推進し、地区の骨格をなす道路や地下鉄2 駅を結ぶ地上・地
下の歩行者ネットワークの整備など、交通結節機能の更なる強化を図る。

　多様なニーズに対応する居住・滞在機能や、国際的な教育・医療・生活支援・交流機能等の導入により、外国人
にとっても暮らしやすい生活環境の整備を図る。

　自立・分散型エネルギーシステム等の持続・継続性を高める機能の導入による防災対応力の強化、未利用エネ
ルギーの活用、大規模緑化空間の整備等による環境負荷低減を図る。これらの取組により、東京の都市再生に
貢献する。

新設、一部拡幅

一部拡幅

拡幅

既設（移設再整備）

新設

既設（再整備）

公共施設の
配置及び規模

備考

道
路

別に都市計画に定めるとおり。 既設（再整備）

別に都市計画に定めるとおり。 既設（再整備）

別に都市計画に定めるとおり。 一部拡幅

新設



建築面積

A 約１６，５００㎡

B‐1 約６，２００㎡

B‐2 約９，１００㎡

C‐1 約２，７５０㎡

C‐2 約３，３３０㎡

C‐3 約３９０㎡

C‐4 約７１０㎡

‐
住宅、事務所、
店舗、駐車場等

B‐2 ‐ ‐
低層部B：５０m

高層部C：２４０m
（T.P.+２３．０ ｍ）

‐
住宅、店舗、

駐車場等

主要用途

A ‐ ‐
低層部A：６０m

高層部A：３３０m
（T.P.+２０．０ ｍ）

‐
住宅、事務所、
店舗、駐車場等

街
区

建蔽率 容積率
建築物の

高さの限度
（基準点）

壁面の
位置の限度

B‐1 ‐ ‐

低層部B：５０m
低層部G：１０m

高層部B：２７０m
（T.P.+２３．５ｍ）

C‐2 ‐ ‐
低層部C：４０m
（T.P.+１８．０ｍ）

‐
住宅、事務所、
店舗、駐車場等

C‐1 ‐ ‐
低層部E：２０m
（T.P.+ １８．０ｍ）

‐ 店舗、駐車場等

C‐4 ‐ ‐
低層部F：１５m
（T.P.+２０．０ ｍ）

‐ 寺院等

C‐3 ‐ ‐
低層部D：３０m
（T.P.+１１．５ ｍ）

‐ 店舗、駐車場等

延べ面積(容積対象) 住宅建設の目標

約４４９，０００㎡
（約３６１，０００㎡）

約１，３００戸 約１９０，０００㎡
面積は容積対象面積とする

約１７０，５００㎡
（約１１６，７００㎡）

約１５５，５００㎡
（約１０３，７００㎡）

約１１，１００㎡
（約９，５００㎡）

約２８，４００㎡
（約２２，２００㎡）

約１，８００㎡
（約１，７００㎡）

約３，３００㎡
（約３，３００㎡）

建築物の整備



建築敷地面積

A 約２４，１１０㎡

B‐1 約９，６５０㎡

B‐2 約１６，４７０㎡

C‐1 約４，７７０㎡

C‐2 約６，２６０㎡

C‐3 約８９０㎡

C‐4 約１，６９０㎡

都市計画決定

A 約２．９ha １,５００％ ８０％ ４００％ １，０００㎡
低層部A：６０m

高層部A：３３０m
（T.P.+２０．０ ｍ）

B-1 約１．４ha １,２１０％ ８０％ ４００％ １，０００㎡

低層部B：５０m
低層部G：１０m

高層部B：２７０m
（T.P.+２３．５ ｍ）

B-2 約２．０ha ６７０％ ８０％ ４００％ １，０００㎡
低層部B：５０m

高層部C：２４０m
（T.P.+２３．０ ｍ）

C-1 約０．６ha ２００％ ８０％ １００％ ２００㎡
低層部E：２０m

（T.P.+１８．０ ｍ）

C-2 約０．８ha ３６０％ ８０％ １００％ ２００㎡
低層部C：４０m

（T.P.+１８．０ ｍ）

C-3 約０．２ha ２００％ ８０％ １００％ ２００㎡
低層部D：３０m
（T.P.+１１．５ｍ）

C-4 約０．２ha ２００％ ８０％ １００％ ２００㎡
低層部F：１５m

（T.P.+２０．０ｍ）

都市計画決定

建築敷地の
整備

整備計画 備考

・地下鉄連絡広場、広場、地区内車路、歩行
者通路、歩道状空地を整備する。
・幹線街路や区画道路の道路境界線から壁
面を後退させる。
・建築物の外壁又はこれに代わる柱は計画
図に示す壁面線を越えて建築してはならな
い。ただし、次の各号の一に該当する建築
物等についてはこの限りでない。
1） 歩行者等の回遊性・安全性・利便性の向
上及び環境保全（防音・プライバシー保護
等）のために設ける人工地盤、歩行者デッ
キ、階段、エスカレーター、エレベーター等及
びこれらに設置される屋根、柱、壁、その他
これらに類するもの
2） 歩行者等の快適性及び安全性を高める
ために設けるひさし、落下防止柵、防球・プ
ライバシー保護等のために設ける塀等（パ
ネル・フェンス・ネット・腰壁等を含む）及びこ
れらに設置される屋根、柱、その他これらに
類するもの
3） 建築物の出入口の上部に位置するひさ
しの部分
4） 煙突、給排気施設の部分
5） 地下鉄駅出入口施設並びに公益上必要
な建築物及びこれらに付属する管理上必要
な塀、その他これらに類するもの

平成２９年９月１２日　港区告示第２７４号

３　都市再生特別地区

地区名 面積
容積率の
最高限度

建蔽率の
最高限度

容積率の
最低限度

建築面積の
最低限度

高さの最高限度
（基準点）

虎ノ門・麻布台
地区

平成２９年９月１２日　東京都告示第１３８２号



A 約２．９ha - - - - -

B-1 約１．４ha - - - - -

B-2 約２．０ha - - - - -

C-1 約０．６ha - - - - -

C-2 約０．８ha - - - - -

C-3 約０．２ha - - - - -

C-4 約０．２ha - - - - -

都市計画決定

敷地面積 建蔽率

延べ面積 容積率

事業認可 総事業費

壁面の位置の
限度

虎ノ門・麻布台
地区

平成２９年９月１２日　東京都告示第１３８４号

５　事業計画の概要

A街区：約２４，１００㎡
B-１街区：約９，６５０㎡

B-２街区：約１６，４７０㎡
C-１街区：約４，７５０㎡
C-２街区：約６，３５０㎡

C-３街区：約９００㎡
C-４街区：約１，６９０㎡

A街区：約６３％
B-１街区：約６６％
B-２街区：約５１％
C-１街区：約５９％
C-２街区：約５１％
C-３街区：約５７％
C-４街区：約３５％

４　地区計画（再開発等促進区を定める地区計画）

地区名 面積
容積率の
最高限度

建蔽率の
最高限度

容積率の
最低限度

建築面積の
最低限度

A街区：約４６１，７７０㎡
B-１街区：約１８５，３３０㎡
B-２街区：約１６８，９７０㎡
C-１街区：約１０，５９０㎡
C-２街区：約３１，５４０㎡
C-３街区：約１，７１０㎡
C-４街区：約１，８1０㎡

A街区：約１，５００％
B-１街区：約１，２０９％

B-２街区：約６６９％
C-１街区：約１９２％
C-２街区：約３４５％
C-３街区：約１８６％
C-４街区：約１０４％

用途

A街区
住宅、事務所、店舗、

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ、駐車場、
地域冷暖房施設 住宅戸数 約１,４１０戸

B-１街区
住宅、事務所、店舗、

保育所、駐車場

B-２街区 住宅、ホテル、店舗、駐車場

駐車場

A街区：約７２０台
B-１街区：約５２０台
B-２街区：約５００台

C-１街区：約６台
C-２街区：約１２０台

C-３街区：約１台
C-４街区：約８台

C-１街区 店舗、駐車場

C-２街区 住宅、事務所、店舗、駐車場

C-３街区 店舗、駐車場

C-４街区 寺院、駐車場

平成３０年３月２７日　東京都告示第４２２号
平成３０年１１月２日　東京都告示第１５０８号（変更）

令和２年９月２５日　東京都告示１２００号（変更）
令和５年２月７日　東京都告示９７号（変更）

令和６年６月２７日　東京都告示７６２号（変更）

約６，４８５憶円



年　月　日

平成元年

平成５年２月２２日

平成２４年８月２日

平成２６年７月２４日

平成２９年９月５日

平成２９年９月１２日

平成３０年３月２７日

平成３０年１１月２日

平成３１年２月１５日

平成３１年２月１８日

令和元年８月５日

令和２年９月２５日

令和５年２月７日

令和５年６月３０日

令和５年８月１５日

令和５年９月３０日

令和６年６月２７日

令和７年１０月２９日

虎ノ門・麻布台地区市街地再開発準備組合設立

麻布台一丁目西地区市街地再開発協議会設立

虎ノ門・麻布台地区市街地再開発準備組合に麻布台一丁目西地区再開発協議会を編入

麻布郵便局を含む虎ノ門・麻布台地区が国家戦略特区の区域計画に指定

虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業都市計画決定

虎ノ門・麻布台地区市街地再開発組合設立認可

６　経　緯

内　　　　　　　　　　　　　　　容

街づくり協議会（我善坊地区・八幡町地区・仙石山地区）設立

工事完了公告（A・C-1・C-2・C-4街区）

工事完了公告（C-3街区）

工事完了公告（B-2街区）

事業計画変更認可

工事完了公告（B-1街区）

７　位置図

事業計画変更認可

権利変換計画認可

権利変換期日

建築工事着工

事業計画変更認可

事業計画変更認可



８　区域図

９　配置図



１０　完成予想図　


